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開会 午前１０時００分 

○議長（今泉正敏君） おはようございます。本日は全員出席で、会議は成立いたし

ます。 

  本日、お手元に配付のとおり、町長から議案の撤回請求についてと追加議案１件

が提出されましたので、本日の議題といたします。 

  日程第１、議案の撤回請求についてを議題といたします。 

  それでは、町長に撤回理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正君） おはようございます。それでは、撤回の理由を御説明いたし

ます。 

  平成２４年１２月１３日に開催されました総務建設委員会におきまして、議案第

５５号、篠栗町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例で、

当該駐車場の使用料を精算する方法として、非接触型ＩＣカードによる精算を追加

することにより、駐車場利用者の利便性の向上を図るとともに、一部使用料を見直

す必要が生じたため、本条例の一部を改正すべく提案しておりました。 

  そのうち使用料に係る部分について、これまで３時間まで無料としていましたが、

本議案では、使用料を１００円徴収することに変更いたしました。このことにつき

まして、周辺の公共施設の利用や近隣の商工関係施設への影響等に支障があるので

はとの意見が大勢であったことから、削除し修正すべきと判断し、議案の撤回をす

るものでございます。 

  よろしく御承認のほどお願いいたします。 

○議長（今泉正敏君） お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案の撤回請求について、許可することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（今泉正敏君） 異議なしと認めます。 

  したがいまして、議案の撤回請求については、許可することに決定しました。 

  日程第２、議案の上程をいたします。 

  本日、町長から提出されております議案は、お手元に配付のとおり、議案第６１

号の１議案でございます。 

  それでは、町長に提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 
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○町長（三浦 正君） ただいま第５５議案の撤回につきまして御承認いただき、ま

ことにありがとうございました。 

  それでは、改めまして、議案第６１号、篠栗町自動車駐車場の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の説明をいたします。 

  当該駐車場の使用料を精算する方法として、非接触型ＩＣカードによる精算を追

加することにより、駐車場利用者の利便性の向上を図るため、本条例の一部を改正

するものでございます。 

  なお、駐車料金は従来どおりでございます。 

  以上、御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（今泉正敏君） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  日程第３、議案の委員会付託についてを議題といたします。 

  本日上程されました議案第６１号は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務

建設委員会に付託したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（今泉正敏君） 異議なしと認めます。 

  したがいまして、そのとおり付託することに決定しました。 

  それでは、これをもちまして本会議を散会といたします。 

  これより、直ちに総務建設委員会を開催いたします。 

  予算審査は、総務建設委員会終了後に行います。 

散会 午前１０時０５分 

 

 


